
○市県民税（第２期）
○国民健康保険税
（第２期）
○介護保険料（第２期）
の納期限は

【問い合わせ】
　市収納管理課
　☎ 0994-43-2111
　内線 3163『広報かのや』はホームページでもご覧になれます。　鹿屋市ホームページ http://www.e-kanoya.net/
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ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン（
中
国

語
講
座
）参
加
者
募
集

市
国
際
交
流
協
会
で
は
、
全
く

の
初
心
者
か
ら
流
暢
に
話
せ
る
人

ま
で
、
中
国
に
関
心
の
あ
る
人
を

対
象
に
中
国
語
講
座
を
開
催
し
ま

す
。

● 

日
時
＝
８
月
12
日
（
土
）
か
ら

毎
月
第
２
土
曜
日
14
時
〜
16
時

● 

場
所
＝
東
地
区
学
習
セ
ン
タ
ー

工
芸
室

● 

定
員
＝
10
人
程
度

● 

受
講
料
＝
無
料

● 

申
込
期
限
＝
８
月
11
日
（
金
）

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

市
国
際
交
流
協
会
事
務
局

（
市
民
活
動
推
進
課
内
）

☎
０
９
９
４‒

31‒

１
１
４
７

　平成 18年１月１日に、新生「鹿屋市」が誕生したことから新しい市の『市
の木』、『市の花木』及び『市民憲章』を募集します。

○市の木・市の花木＝新生「鹿屋市」のイメージとしてふさわしく、市民に広
く親しまれていると思う「市の木」・「市の花木」を１人１点ずつご応募くだ
さい。
※花木とは、花を観賞する木のことです。
○市民憲章＝市民憲章は、市民生活を営むうえで心のよりどころとなり、また
新市のまちづくりの行動目標となるものです。
　　市民のみなさんの新市への願いや思い、これからのまちづくりの目標、新
市へのイメージなどを「ことば」や「文章」でご応募ください。

●応募期間＝７月 28日（金）～８月 11日（金）
●応募資格＝市在住の人（年齢、性別は問いません）
●応募方法＝応募用紙に記入のうえ、持参、郵送、ＦＡＸ又はＥメールでお申
込みください。（応募用紙は本庁地域政策課、各総合支所地域振興課に設置
してあります。また、市ホームページからダウンロードできます）
※市の木・市の花木及び市民憲章に採用された人の中から、それぞれ５人に
粗品を贈呈します。（該当者多数の場合は抽選）

【問い合わせ・申込先】
　市地域政策課　☎ 0994-31-1154
　各総合支所地域振興課


